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国際調査管理課長（認印省略）

移転価格税制に係る文書化制度及び質疑・相談等に関する事務処理について

標題のことについては、下記のとおり適切に実施願います。

（趣旨）

この事務連絡は、平成 16年7月1日付調ー第 293号「調査課事務提要の制定について」事務運営指針の第5章第 11節4「移転価格税制に係る文書化制

度に関する事務」及び令和6年7月2日付国税庁調査課事務連絡「移転価格税制に係る総合相談窓口の設置等の試行について」の定めにより実施すべき事

務処理手順を、より具体的に明らかにするとともに、調査部の実情に照らし、実務上の具体的な留意事項等を補完等することを目的として連絡するもので

ある。
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1 特定多国籍企業グループが提供する国別報告事項等に係る事務

国際調査管理課国際調査管理係（以下「国際調査管理係」という。）は、 e-Taxで提供された最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事

項（以下3つを総称して「国別報告事項等」という。）について、次の(1)及び(2)に掲げる記載のとおり事務処理を行う。

なお、次の(1)及び(2)に掲げる事務において提供者に接触する場合には、行政指導として接触することに留意する。

(1) 国別報告事項等の e-Taxに係る事務

イ 国別報告事項等に係る処理

国際調査管理係は、 e-Taxで提供された国別報告事項等に係るデータについて、毎月 15日及び毎月末日の月 2回、 e-Tax税務署システムの国別報

告事項等一覧及び帳票一覧により確認し、国別報告事項等に係るエラーデータがある場合には適切な処理を行う。

国際調査管理係は、エラーデータの処理に当たって提供者に接触した場合には、「国別報告事項等に係る処理一覧表（兼行政指導記録書）」（別紙1)

に接触事績及び処理てん末を記載の上、所掌部門へ適時回付する。

所掌部門は、国際調査管理係から回付された別紙1について税歴簿に編てつを行う。

ロ 国別報告事項等の取下書に係る処理

国際調査管理係は、国別報告事項等に係る取下書の処理について国税庁調査課の「最終親会社等届出事項•国別報告事項・事業概況報告事項 質疑

応答マニュアル」を参照しながら適切な処理を行う。

国際調査管理係は、取下書の処理について提供者に接触した場合には、「国別報告事項等に係る処理一覧表（兼行政指導記録書）」（別紙 1)に接触

事績を記載する。また、国際調査管理係は、提供者から取下書の提出を受けた場合には、別紙1に処理てん末を記載の上、当該取下書の原本も併せ

て、所掌部門へ適時回付する。

所掌部門は、国際調査管理係から回付された別紙1及び取下書について税歴簿に編てつを行う。

なお、国際調査管理係は、提供者から書面で取下書を提出する旨の連絡を受けた場合には、「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告

事項に係る取下書回付連絡せん」（別紙2)を作成し調査管理課管理係を通じて所轄署管理運営部門又は業務センター（各分室を含む。）に取下書が提

出される旨の連絡を行う。

ハ 税務署未処理分に係る早期処理依頼

国際調査管理係は、庁調査課から毎月 15日前後にメール等で送付される「国別報告事項等一覧及び帳票一覧」を活用し、 e-Taxで提供を受けてか

ら一月程度未処理の状態にある自局調査部所管法人の国別報告事項等について調査管理課管理係を通じて所轄署管理運営部門又は業務センター（各

分室を含む。）に早期処理を依頼する。
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(2) 国別報告事項等の未提供者の把握に係る事務

イ 最終親会社等届出事項に係る処理

国際調査管理係は、最終親会社等届出事項の未提供者の把握に努めるとともに、未提供者を把握した場合には、速やかに督促を行う。

国際調査管理係は、督促に当たって「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項の提供に関するお尋ね」（別紙3)及び「特定多国籍企

業グループに係る最終親会社等届出事項の提供に関する回答」（別紙4)のほか、電話その他の方法も活用する。

国際調査管理係は、「国別報告事項等に係る未提供者等接触一覧表（兼行政指導記録書）」（別紙5)に接触事績及び処理てん末を記載の上、受領し

た回答とともに所掌部門へ適時回付する。

所掌部門は、国際調査管理係から回付された別紙3から5について税歴簿に編てつを行う。

ロ 国別報告事項及び事業概況報告事項に係る処理

国際調査管理係は、毎月、 KSK（料調）システムの一覧表作成機能を使用し、国別報告事項の提供期限から 1か月を経過した未提供と想定される法

人等に対し、電話その他の方法により督促を行う。

国際調査管理係は、「国別報告事項等に係る未提供者等接触一覧表（兼行政指導記録書）」（別紙5)に接触事績及び処理てん末を記載の上、所掌部

門へ適時回付する。

所掌部門は、国際調査管理係から回付された別紙5について税歴簿に編てつを行う。

(3) 国別報告事項等の閲覧及び出力

調査部職員の国別報告事項等の閲覧及び出力権限については、「国別報告事項等情報の閲覧及び出力権限」（別紙6)を参照の上、次のとおり実施す

る。

イ 最終親会社等届出事項及び国別報告事項の閲覧並びに出力

調査部職員は、自局に提供された最終親会社等届出事項及び国別報告事項については、「『最終親会社等届出事項及び国別報告事項』の出力方法に

ついて」（別添1)のとおり e-Tax税務署システムから閲覧及び出力することができる。

なお、出力した最終親会社等届出事項及び国別報告事項のうち、自部門所掌法人から提供されたものについては税歴簿に編てつし、それ以外の法

人から提供されたものについては、使用後速やかに廃棄する。

ロ 事業概況報告事項の閲覧及び出力

調査部職員は、事業概況報告事項については、「『事業概況報告事項』の出力方法について」（別添2)のとおり、自局に提供された事業概況報告

事項（署所管法人を含む。）に加え、他局に提供された事業概況報告事項（署所管法人を含む。）も e-Tax税務署システムで閲覧及び出力することが

できる。

3
 



なお、他局に提供された事業概況報告事項又は自局の署所管法人から提供された事業概況報告事項の閲覧及び出力を行う場合には、「e-Tax・イメ

ージデータ他署照会事務実施要領（管理者用）」の規定に準じて、「運用状況一覧（他署照会履歴）」を使用し、適切に実施する。

2 移転価格税制に係る質疑・相談等に関する事務

(1) 質疑・相談等の対応窓口

調査部所管法人から移転価格税制に係る一般的質疑及び個別取引等の相談（同時文書化対象取引等に関する個別照会を含む。） （以下「移転価格に関

する相談等」という。）があった場合には、令和6年7月2日付国税庁調査課事務連絡「移転価格税制に係る総合相談窓口の設置等の試行について」に

基づき、総合相談窓口となる国際調査管理課（調査サポート担当）が対応する。

(2) 回答に当たっての留意事項

国際調査管理課（調査サポート担当）は、移転価格に関する相談等があった場合には、一般的な相談で即時に回答が可能な相談である場合を除き、「相

談等受付整理表」（別紙7)及び「相談等応答せん」（別紙8)を作成する。

回答内容については、事前に国際調査管理課長の決裁を受けることとし、回答に際しては、「法人から示された事実関係を前提としており、相談に係

る事実関係が異なる場合又は新たな事実関係があった場合には回答内容と異なる課税関係が生ずる」ことを、必ず法人へ伝える。

また、以下の事由に当てはまる個別の相談等については回答を行わないこととする。

イ 相談の前提とする事実関係について選択肢があるもの

口 相談内容の検討に必要な資料の提出に応じない法人によるもの

ハ 実地確認や取引等関係者等への質問等による事実関係の確認を必要とするもの

ー 税の軽減を主要な目的とするものや、非関連者の間では通常行われない形態の取引を照会の対象とする等、通常の経済取引として不合理と認めら

れるもの

ホ 法令等に抵触し、又は抵触するおそれがある取引等に係るもの

へ 調査中、事前確認審査中又は争訟中である取引等に係るもの

ト 上記のほか、相談による回答を行うことが適切でないと認められるもの

(3) 相談終了後の連絡等

国際調査管理課（調査サポート担当）は、移転価格に関する相談等の終了後、作成した「相談等応答せん」（別紙10)及び「調査経過記録書（行政

指導用）」を、法人から受領した資料の原本とともに、調査総括課を経由して一般調査担当部門等へ回付し、回付を受けた一般調査担当部門等は、税

歴簿に編てつする。
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◆国別報告事項等に係る処理一覧表（兼行政指導記録書） 亘



別紙2

調査第一部国際調査管理課

｛最終親会社等届出事項
国別報告事項 に係る取下書回付連絡せん

事業概況報告事項｝

調査管理課
年 月 日

連絡年月日

所轄署 署 整理番号

（調査課法人番号： ） 国際調査

法人名
管理課

＇ 担当者

（内線） （ ） 

e-Tax 

受付番号

(20桁）

対象となる
年 月 日． 年 月 日～ 

最終親会計年度

※ 取下書依頼日及び取下理由等を記載

備 考

※ この連絡せんは2部作成し、調査管理課及び国際調査管理課でそれぞれ保管する。



別紙3

令和年月日

東京国税局長

特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項の提供に関するお尋ね

税務行政につきましては、日頃から御理解と御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。

さて、平成 28年度の税制改正において、「移転価格税制に係る文書化制度」が整備されま

した。本制度では、「直前の最終親会計年度の連結総収入金額が1千億円以上の多国籍企業グ

ループの構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人」については、「最終親

会社等届出事項」を各最終親会計年度終了の日までに電子申告・納税システム (e-Tax)で提

供していただくことになっております。

つきましては、貴社の所属する企業グループについて、最終親会社等届出事項の提供状況

及び提供義務の有無を確認するため、御多忙中のところ誠に恐縮ですが、別紙の「特定多国

籍企業グループに係る最終親会社等届出事項の提供に関する回答」に所要事項を記入の上、

月― 旦までに提出していただくようお願いします。

なお、回答の作成に当たっては、同封の「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正の

あらまし（平成28年6月）」を御参照いただき、本制度の概要について御確認ください。

また、貴社が、「最終親会社等届出事項」の提供義務があることを確認された場合には、貴

社の納税地の所轄税務署長に対して、「最終親会社等届出事項」を e-Taxにより速やかに提供

してください。

※ この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は東京国税局長です。

※ 御不明な点や、御相談事がございましたら、以下の担当（者）まで直接お問い合わせく

ださい。

※ 最終親会社等届出事項を提供された後に、このお尋ねが行き違いとなって届いた場合に

は、回答の提出は不要です。

担I::悶竺：
当国際調査管理課

担当 00、00
電話 xx-xxxx -xxxx 

（内線xxxx)



別紙4

令和年月日

東京国税局長 殿

納税地

法人名

代表者氏名

電話番号

担当部署・氏名

印

特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項の提供に関する回答

お尋ねのことについては、次のとおり回答します。

1 貴社の所属する企業グループの既に到来した直近の最終親会計年度

｀ （自） 年 月 日～ （至） 年 月 日

2 最終親会社等届出事項の提供状況（該当する口にレ印を付し、カッコ内を記入してください。）

口①提供義務がないことを確認している。

（上記1の最終親会計年度の直前の最終親会計年度における企業グループの連結総収入金額： 億円）

（海外に所在する構成会社等の有無： 有 ・ 無

（最終親会社等の名称：

（最終親会社等の法人番号：

口② 既に所属する企業グループの他の構成会社等が代表して提供している。

（代表提供者の名称：

（代表提供者の法人番号：

口③ 提供義務があることを確認した。（提供予定時期： 年月

‘,'‘ 

日頃）

‘‘,、

（注） 1 提供義務の有無については、同封の「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし

（平成28年6月）」 2頁を御確認ください。

2 連結総収入金額とは、連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計をいい

ます。なお、連結総収入金額が外貨建ての場合、その最終親会計年度の終了の日の電信売買相場

の仲値 (TTM)で円換算を行ってください。

3 連結財務諸表を作成していない企業グループであっても、金融商品取引所等に上場するとした

ならば連結財務諸表を作成することとなる企業グループは、その連結総収入金額を記入してくだ

さい。

4 海外に所在する構成会社等には、企業グループに所属する海外子会社や居住地国以外の国又

は地域で事業を行う恒久的施設が含まれます。

5 その他、記入に当たって御不明な点がございましたら、同封の「移転価格税制に係る文書化

制度に関する改正のあらまし（平成 28年6月）」を御確認いただくか、お尋ねに記載の担当

（者）までお問い合わせください。



◆国別報告事項等に係る未提供者等接触一覧表（兼行政指導記録書） 三



国別報告事項等情報の閲覧及び出力権限

＼ 
自局管内

他局管内
調査課所管法人 署所管法人

画面閲覧 出力 画面閲覧 出力 画面閲覧 出力

最終親会社等届出事項 初葉、次葉、付表

゜ ゜
X X X X 

頭紙

゜ ゜
X X X X 

e-Tax税務署 国別報告事項

゜ ゜システム 表1～表3 XMLの XMLの X X X X 

構造情報のみ 構造情報のみ

頭紙

゜ ゜事業概況報告事項 ゜ ゜ ゜ ゜PDF 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜



相談等受付整理表

ー＿

2

-

3

＿
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
1
0
-
1
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5

陳000000 000000 oo. oo. oo I oo専門官 Ioo. oo. oo I oo. oo. oo 

口



別紙8

国際調査管理課

課長
課長 国際税務

担当者
補佐 専門官

相談等応答せん

（部門： ） （法人番号： ） 

法人名 質疑者

（連絡先

事業年度 平成 年 月期 事実関係に関する資料の提出 口有 口無

照

会

内

容

回

答

案

回

答

決

定

内

容

回答者 相手方氏名 回答日
相談等受付日 令和 年 月 日 回答

怜和 年 月

（注）回答を終えた相談等応答せんは、受領資料とともに原本を税歴簿に編綴し、相談等応答せん及び受領資

料の写しを国際調査管理課（調査サポート担当）で保管する。

） 

日

［共通（課税関係） 申告書・決議書等関係書類事 10年］



別添1

調査部では、提供された最終親会社等届出事項及び国別報告事項をe-Tax税務署ジス

テムから出力することができます。

※ e-Taxの性能上、データ形式でダウンロードすることはできません。

① e-Tax税務署ジステムを開きます。

② 「国別報告事項等」をクリックします。

・申告景務

●●A99バ"`●999噸

・申請業務

."●奪キ•
”で噂＂書壽

9マ噌m書呵’1.T9-
＇＝噂い渭●鱒＂． F・・n
9下清妬•寄宵●腎で｀＂
臀収臼書胃●芦

栖勺清い●●”""r・噸F

と室］“II検町景会 ＿＿ 

寧賣書“•
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③ 「国別報告事項等抽出」画面で、「受付年月日」を入力し、「抽出対象」を

「届出事項」、「CbC」、「MF」から選択します。「すべて」を選択した場合は、

すべての国別報告事項等が対象となります。「局署番号」及び「整理番号」を入

力した上で、「抽出」ボタンをクリックします。

処理状況は処理済、
未処理から選択でき
ます。
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④ 法人が抽出されるので、「選択」にチェックを入れ、「照会」ボタンをクリックしま

す。

⑤ 「帳票一覧（国別報告事項等）」画面が表示されるので、「選択」ボタンをチェック

し、「表示」又は「印刷」ボタンをクリックします。なお、帳票名が複数表示されて

いますが、「CbCメッセージヘッダー」以下の帳票がCbCの本体データです。
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別添2

調査部では、提供された事業概況報告事項（以下「MF」という。）をe-Tax税務署ジ

ステムから出力することができます。

※ e-Taxの性能上、 MFをデータ形式でダウンロードすることはできません。

① e-Tax税務署ジステムを開きます。

② 「申告書照会」をクリックします。

【o_Tax]国税電子申告・納税システム ー税務署システムー
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・運用・竃員管理業務

署所管法人及び他局に提

供されたMFを見る場合
は、「申告書照会」をク
リックします。
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R 「申告書照会」画面で、「対象税目」を「事業概況報告事項」とし、「局署番号」及
び「整理番号」を入力した上で、「抽出」ボタンをクリックします。
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④ 法人が抽出されるので、照会したい事業概況報告事項の「選択」にチェックを入

れ、「照会」ボタンをクリックします。

⑤ 「帳票一覧（国別報告事項等）」画面が表示されるので、「一覧—添付」ボタンをク

リックします。

I 帳票一覧（国別報告事項等） ー―_J
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⑥ 「添付データ一覧」画面が表示されるので、「選択」ボタンをチェックし、「照会」

ボタンをクリックします。
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⑦ 「帳票一覧（添付書類 法人）」画面が表示されるので、「選択」ボタンをチェック

し、「添付ファイル表示」又は「印刷」ボタンをクリックします。

|=、==●=叫，＇ 9999999 ，9999覧（添付書類法人） I 
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